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「寒さなんかに負けないぞ！」

遠賀町少年剣道連盟の寒けいこ

㊧（去｝説楽日　　固定資産課税台帳の縦覧
地方税法第415条の規定により、昭和61年度固定資産課税台

帳を次のとおり縦覧に供しますので、関係者は期間中に縦覧さ

れるようお知らせいたします。

＞縦覧期間　間和61年3月1日～3月20日

＞縦覧時間　8時30分～17時（土晦日の午後、日・祭印ま除く）

＞縦覧場所　役場住民課固定資産税係窓FI
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正しい確定申告をお早めに

確定申告による所得税や贈与税の納

期限は、申告期限と同じ3月15日まで

です。期限内に納税を済ませてくださ

い。

納税には手数がかからず便利な「振

替納税」の制度をこ利用ください。

手続きは金融機関で簡単にできます。

納税は振替で
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世帯変更届 �� � �○ � � � 

昭
和
六
十
一
年
鹿
町
県
民
税
申
告
と
、
昭
和
六
十
年
分
所
得
税

確
定
申
告
の
相
談
受
付
を
次
の
日
程
で
行
い
ま
す
の
で
、
該
当
者

は
も
れ
な
く
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
　
の
申
告

所
得
税
　
の
確
定
申
告

寮
の
引
っ
越
し
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す
が

住
民
基
本
台
帳
法
に
よ
り
、
住
所
を
恋
更
し

た
と
き
は
、
「
十
四
日
以
内
」
に
手
続
き
を

す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

手
続
を
お
こ
た
る
と
、
選
挙
に
参
加
で
き

な
か
っ
た
り
、
国
民
年
金
の
給
付
が
受
け
ら

れ
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合
が
生
じ

る
勘
合
が
あ
り
ま
す
。
適
切
な
住
民
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
た
め
に
も
届
け
は
必
ず
出
し
ま

し
ょ
う
。

（
十
四
日
以
内
に
届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、

腫
偽
の
届
出
を
す
る
と
馳
せ
ら
れ
る
と
き
が

あ
り
ま
す
。
）

確
実
に
手
結
き
を
、
い
た
し
ま

し
ょ
う

◎
手
続
き
に
必
要
な
も
の

。
振
人
の
と
き

・
磋
居
の
と
き

。
転
出
の
と
き

・
世
帯
変
更
の
と
き

表
の
も
の
を
こ
持
参
く
だ
さ
い
。

◎
届
他
人
…
：
本
人
ま
た
は
蛙
等

（
代
瑚
人
に
よ
る
場
合
は
、
届
出
人
お

よ
び
代
堪
人
の
印
鑑
が
必
要
で
す
。
）

そ
の
他
く
わ
し
い
こ
と
は
、
住
民
慨
住
民

係
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
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地
　
　
蔵
　
　
盆

孟
閲
盆
の
い
ろ
い
ろ
の
行
事
が
終
り
、
大
人
は
そ
れ
ぞ
れ
忙
し
さ
に
追
わ
れ
、
子
供
た

ち
も
盆
踊
り
な
ど
に
疲
れ
た
頃
、
村
々
で
は
地
蔵
様
を
祭
る
÷
地
蔵
盆
」
が
あ
り
ま
し
た
。

今
で
は
八
月
二
十
四
日
へ
昔
は
陰
暦
七
月
二
十
四
日

遠
賀
町
で
は
二
十
三
日
）
に
地
蔵
菩
薩
を
祭
る
縁
日

で
、
子
供
た
ち
が
お
花
や
お
団
子
、
果
物
、
野
菜
な

ど
を
地
蔵
様
に
お
供
え
し
、
子
供
の
あ
る
家
の
親
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
ご
ち
そ
う
を
作
り
、
刺
子
に
．

詰
め
て
、
親
子
で
お
地
蔵
範
り
を
し
ま
し
た
。

地
蔵
さ
ん
の
前
で
、
に
ぎ
や
か
に
刺
子
の
ご
ち
そ

う
を
食
べ
、
み
ん
な
の
健
康
と
幸
福
と
を
祈
り
ま
す
。

お
杷
り
が
す
む
と
お
供
物
な
ど
を
い
た
だ
い
て
帰

り
ま
す
。
昔
は
二
十
声
く
ら
い
に
一
と
処
地
蔵
様
が

杷
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

（
戯
画
∴
片
山
正
l
…
j
）

い
ろ
い
ろ
の
だ
し
も
の
で
賑
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
昔
、
全
国

あ
ち
こ
ち
で
は
、
盆
に
は
地
芝
居
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

「
盆
芝
居
」
　
「
盆
替
り
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
他
、
娯
楽
の
少
な
か
っ
た
昔
の
人
は
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
∋
ン
と
し
て
　
「
立
板
古
」

「
起
し
絵
」
　
「
組
立
燈
籠
」
な
ど
と
言
っ
た
人
形
絵
と
、
光
り
と
形
の
美
し
き
を
楽
し
ん

だ
も
の
で
し
た
。
九
州
で
は
熊
本
地
方
の
山
鹿
焔
籠
な
ど
は
、
そ
う
し
た
ル
ー
ツ
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。

出
し
物
は
主
と
し
て
勅
書
懲
悪
（
か
ん
せ
ん
ち
ょ
う
あ
く
）
の
も
の
が
多
く
、
芝
居
の

一
場
面
や
、
物
語
り
の
見
せ
場
な
ど
だ
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。

。
牛
薯
丸
と
べ
ん
け
い
五
条
の
橋

〇
日
嵩
丸
と
蜂
須
賀
小
六

。
大
江
山
の
酒
呑
誠
子

。
楠
正
成
・
正
行
父
子
湊
川
の
別
れ

。
田
城
兄
弟
畠
士
の
油
蝉
の
あ
だ
討
ち

。
四
十
七
士
の
討
入
り

。
石
川
五
右
衛
門
の
最
期

今
で
は
あ
ま
り
知
る
人
も
な
い
よ
う
で
す
が
、
遠

賀
地
方
で
は
地
蔵
盆
の
時
に
「
山
車
」
の
よ
う
な
飾
り
も
の
が
作
ら
れ
、
縁
先
や
四
つ
角

な
ど
に
飾
ら
れ
て
、
子
供
の
日
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

東
北
地
方
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
「
ね
ぶ
た
ま
つ
り
」
が
あ
り
ま
す
、
こ
れ
は
「
眠

流
し
」
　
（
ね
む
り
な
か
し
）
と
呼
ば
れ
、
七
月
一
日
か
ら
七
日
間
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

な
ど
の
場
面
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
が
、
い
ま
で
も
生
々
し
く
服
に
焼
き
付
い
て
い
る
の

は
、
石
川
五
右
衛
門
で
書
閃
く
了
を
愛
し
上
げ
た
脱
の
力
と
、
は
げ
し
い
顔
つ
き
は
い
つ

ま
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
」
と
、
古
老
が
諮
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
脚
谷
　
島
）



自
然
食
ブ
ー
ム
で

人
気
呼
ん
だ
シ
イ
タ
ケ
栽
培
講
習
会

「
来
春
か
ら
収
穫
が
で
き
そ
う
／
」

シ
イ
タ
ケ
の
一
世
静
一
原
木
連
動
を
推
進
し
て
い
る
遠
賀
町
稚
革
質
産
組
合
は
、
一
月
三

十
日
、
英
公
民
館
で
「
シ
イ
タ
ケ
栽
培
講
習
会
」
を
開
き
ま
し
た
。

こ
の
請
習
会
、
最
近
の
自
然
食
ブ
ー
ム
で
原
木
を
護
っ
て
ほ
し
い
と
の
希
望
が
相
次
い
だ

こ
と
か
ら
、
同
組

合
が
咋
車
乗
注
文

を
と
っ
た
と
こ
ろ

五
百
本
を
超
え
る

原
木
の
注
文
が
あ

り
、
こ
の
日
主
婦

な
ど
、
三
十
人
が

出
席
し
た
も
の
で

す。

香

典

返

し

次
の
方
々
か
ら
、
遠
賀
町
社
会
福
祉
協
議

会
に
こ
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

心
か
ら
故
人
の
こ
憲
を
お
祈
り
し
、
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

赦
筋
田
　
正
信
様

（
上
別
府
）
筋
固
直
保
美
様

故
近
松
一
好
様

（
木
守
）
近
松
惣
一
郎
様

故
大
石
ヨ
シ
エ
様

（
虫
生
津
）
大
石
　
澄
男
様

故
小
田
　
芳
明
様

（
虫
生
津
）
小
田
　
歌
手
様

故
中
村
　
貞
子
様

（
東
和
苑
）
志
賀
　
盛
様

故
高
崎
ヒ
サ
ノ
様

（
末
　
寺
）
蒋
　
正
鐘
楼

故
今
永
フ
サ
ノ
様

（
木
　
守
）
今
永
　
菊
夫
様

改
植
末
　
文
平
様

（
遠
賀
川
）
植
木
　
友
行
様

故
織
田
　
イ
セ
様

（
旧
　
倍
）
織
田
チ
カ
ヱ
様

故
番
月
喜
代
太
様

（
鬼
　
津
）
番
月
　
面
様

改
案
　
徳
様
様

（
別
　
府
）
乗
　
和
徳
様

図

書

の

寄

贈

柴
　
田
　
開
礫
（
A
音
質
）

人
権
問
題
と
町
民
の
意
識
ロ

ー
　
i
人
権
が
侵
さ
れ
た
と
思
っ
た
と
き
i
－
i

人
櫛
が
侵
さ
れ
る
と
い
　
二
五
弟
と
半
数
以
上
も
あ
る
こ
と
で
、
し

ろ
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
　
か
も
、
そ
れ
が
若
い
女
性
に
多
か
っ
た
こ
と

誰
で
も
同
じ
よ
う
に
与
え
　
は
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

ら
れ
て
い
る
「
自
由
と
平
　
　
「
差
別
や
暴
力
行
為
・
壇
待
」
や
「
強
要

等
の
原
則
」
の
伎
雷
で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い

こ
と
な
の
で
す
。

町
民
の
轟
識
調
査
で
、
「
人
権
が
侵
さ
れ
た

と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
た
の
は
、

二
割
足
ら
ず
の
万
で
し
た
が
、
「
人
権
を
ま

も
り
、
差
別
を
な
く
す
連
型
に
、
も
っ
と

し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
、
今
後
と
も
根
気
強

く
努
力
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん。
ま
た
、
「
大
横
が
侵
さ
れ
た
と
思
っ
た
の

は
、
つ
き
の
う
ち
と
の
場
合
で
す
か
ご

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
つ
き
の
よ
う
な
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

①
い
や
か
ら
せ
　
　
　
三
〇
・
四
劣

②
変
な
う
わ
さ
　
　
　
二
二
一
劣

③
墓
別
や

暴
力
行
為
・
虐
待
一
五
・
七
劣

④
強
要
・
妨
薔
　
　
一
三
・
二
者

⑤
公
∴
蕃
　
　
　
　
　
七
・
八
着

⑨
自
　
由
　
　
　
　
　
五
・
四
劣

⑦
そ
の
他
　
　
　
　
　
六
・
四
形

こ
の
回
答
で
目
立
っ
て
い
る
の
は
、
「
い

や
か
ら
せ
」
と
、
「
変
な
う
わ
さ
」
が
五

・
妨
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
追
放
・
絶
滅

を
期
し
て
、
家
庭
・
叢
・
地
域
社
会
が
手

を
と
り
合
っ
て
、
「
心
豊
か
な
町
づ
く
り
」

に
心
掛
け
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

さ
ら
に
、
「
人
権
が
侵
さ
れ
た
と
思
っ
た

と
き
、
ど
の
よ
う
に
し
ま
し
た
か
。
」
と
い
う

対
処
の
し
か
た
に
つ
い
て
は
、

①
自
分
で
処
理
し
た
　
　
二
八
・
一
房

⑧
し
か
た
が
な
い
の
で

あ
き
ら
め
た
　
二
九
・
五
劣

⑧
他
に
相
談
し
た
　
　
　
四
二
・
四
虜

と
い
う
結
果
で
し
た
。

①
の
自
力
に
よ
る
解
決
で
は
男
性
が
勝
り

③
の
他
力
に
頼
る
方
法
は
女
性
が
多
か
っ
た

の
は
、
男
女
の
特
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
⑨
の
「
あ
き
ら
め

た
」
が
三
割
近
く
も
あ
る
こ
と
は
大
へ
ん
残

念
な
こ
と
で
す
。

人
権
じ
塁
。
ん
の
心
慮
害
の
萎
放

踵
す
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
相
談
所
な
ど
に

も
旭
か
け
て
解
決
に
乗
り
出
す
気
構
え
と
男

気
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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椙書館
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海藤ユ手工巷　主婦の友社

主婦の友社

秋田書店
ふゆ　ほしのぽん　　倦成社
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内田荊落手菅　　　禍害館

一般回書

●いのろ
●女性のための年金入門
●種馬のもう一人の妻
●柏すりあうも嫁姑
●気がつけば騎手の女房
●渇きの街
●古風のすずめ
●瀬田貞二子どもの本評論集
●テニスレッスン
●オリエンテーリング
●手作りチョコレート菓子
●トラブル解消化魁術

児宣図書
●サッカー入門
●かこさとし　はる・なつ・あき
●ハレーすい畠を這う
●とろにんぎょう
●スーポーおじさんの世界ふしぎ物琵1巷～3巷

なた　いなだ駅　　筑摩書房
●野犬ウーとエクセル　　　　　宮野　慶子善教育出版センター

「読書というものは明らかに養老僚機の一種でゐる。一度蔵

書の習慣を身につけてしまえば半永久的。ミ支払いは60歳を過
ぎてからさなどとけちなことも言わない。」－－阿刀田恵

障
　
害
　
者
　
福
　
祉

映
　
画
　
と
　
講

な
に
か
の
陪
筈
の
あ
る
人
が
、
あ
な
た
の

身
近
に
い
る
こ
と
に
気
つ
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
9
日
の
み
え
な
い
人
、
耳
の
嗣
こ
え

な
い
人
、
体
の
不
畠
な
人
、
知
恵
遅
れ
の

人
な
ど
に
．
共
に
生
き
る
た
め
に
、
私
た
ち

は
、
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
9

人
を
思
い
や
る
こ
と
の
大
切
さ
や
生
き
る

こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
学
び
、
私
た
ち
一
人

ひ
と
り
が
、
障
害
者
の
福
祉
を
、
自
分
の
問

題
と
し
て
、
理
解
し
、
考
え
る
た
め
に
、
映

画
と
請
演
の
集
い
を
催
し
ま
す
。
お
気
擬
に

折
尾
交
通
安
全
協
会
員
の
皆
様
へ

優
良
運
転
者
の
表
彰
推
せ
ん

対
象
は
次
の
各
項
に
該
当
す
る
人
。

・
折
尾
交
通
安
全
薗
会
々
貝
で
、
原
付
免
許

以
上
の
運
転
免
許
を
受
け
、
五
年
以
上
運
積

に
従
寧
し
て
い
る
も
の

・
交
通
霞
を
記
し
た
こ
と
の
な
い
も
の

。
公
安
委
員
会
の
行
政
処
分
を
受
け
た
こ
と

の
な
い
も
の

。
法
令
違
反
に
よ
り
罰
金
以
上
の
処
分
が
過

去
十
年
以
上
な
い
も
の

▽
期
限
　
3
月
1
5
日
ま
で

申
込
み
、
お
よ
び
詳
細
に
つ
い
て
は
、
折

尾
交
通
安
全
商
会
　
八
幡
西
区
折
尾
4
丁
目

3
の
1
　
＄
（
6
0
1
）
1
8
1
8
へ
ど
う

ぞ。

演
　
の
　
集
　
い

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
　
時
　
3
月
1
6
日
（
日
）
ュ
3
時
－
1
6
時

▽
揚
∴
所
　
英
公
民
館

▽
内
　
容
　
○
映
画
「
た
く
さ
ん
の
愛
を
あ

り
が
と
う
」
（
自
ら
の
障
害
を

の
り
こ
え
て
、
一
年
間
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
参
加
し
、
寝
た
き
り

老
人
の
看
護
に
従
増
し
た
脳
埋

マ
と
の
女
子
百
年
の
記
録
）

○
繕
∴
演
　
「
枯
れ
木
に
花
が
咲
い
た
よ
」

見
山
突
放
男
氏
（
元
養
護
学
校

々
長
、
元
精
神
薄
弱
児
通
園
施

設
園
長
）

私
の
小
さ
い
こ
ろ
は
、

中
川
李
枝
子
の
書
く
本
が

大
好
き
で
図
藷
に
行
き

始
め
ま
し
た
。
図
寓
館
に

は
い
ろ
い
ろ
な
本
が
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読

む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

特
に
む
中
に
な
っ
て
読

ん
だ
作
者
は
、
佐
藤
さ
と

中

央

公

民

館

内

図

書

室

ご

案

●
平
日
・
土
田
H
は
　
　
8
時
5
0
分
～
1
7
時

●
ロ
馳
日
は
　
　
　
　
　
8
時
0
0
分
－
1
2
時

（
第
三
日
間
U
は
家
庭
の
H
の
た
め
休
館
で
す
）

●
月
脱
臼
・
祝
日
は
　
　
休
館

内

群
居
惜

●
月
脱
臼
・
祝

d

h

．

′

l

′

～

l

〝

h

d

d

b

n

b

l

〝

0

0

4

患

．

ヒ

る
と
シ
ョ
ー
ン
・
エ
イ
キ
ン
で
す
。

そ
の
他
に
よ
く
読
ん
だ
本
は
、
デ
ル
ニ

ア
国
物
語
』
と
睾
圭
で
す
。

ど
ん
な
内
容
か
と
言
う
と
、
『
ナ
ル
ニ
ア

国
物
霊
は
ラ
イ
オ
ン
の
ア
ス
ラ
ン
が
ナ
ル

一
テ
と
言
う
国
を
作
っ
て
ゆ
か
い
な
自
由
で

明
る
い
国
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。
で
も
、
そ

の
考
え
を
じ
ゃ
ま
し
よ
う
と
す
る
白
い
ま
女

や
憩
い
人
間
な
ど
も
出
て
き
ま
す
。

『
モ
主
の
ほ
う
は
、
人
間
た
ち
の
時
間

を
ぬ
す
ん
だ
、
灰
色
の
男
た
ち
看
た
お
し
、

時
間
老
人
間
た
ち
に
か
え
し
て
く
れ
た
女
の

子
の
ち
ょ
っ
と
ド
キ
ド
キ
す
る
楯
で
す
。

私
も
も
う
す
ぐ
六
牡
牛
も
っ
と
い
ろ
ん

な
本
を
緩
み
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す。

認
園
圏
圏
園
V

河
出
∴
誠
蕾
　
選

今
も
尚
防
塁
残
れ
る
玄
海
の
生
き
の
松
原
冬

風
売
る
る
　
　
　
　
　
　
恵
曙
　
峡
江

杏
き
日
を
松
喰
虫
に
荒
ざ
る
も
山
裾
に
残
り

し
松
た
く
ま
し
さ
　
　
　
木
原
い
の
え

床
の
間
に
松
竹
梅
の
貰
い
酒
金
婚
式
も
近
く

せ
ま
り
ぬ
　
　
　
　
　
　
配
収
∴
∴
勝

門
松
を
せ
る
習
わ
し
も
薄
れ
ゆ
き
今
年
は
代

り
と
南
天
僅
き
ぬ
　
　
　
白
石
敏
子

挺
池
に
枝
差
し
伸
べ
る
老
松
の
繚
覆
い
て
雪

降
り
つ
も
る
　
　
　
　
　
福
田
か
め
の

初
七
日
の
冬
至
南
瓜
も
忘
れ
た
り加

藤
　
栄
子

雪
道
の
轍
の
上
を
諏
行
く

三
村
　
妙
子

蕃
馨
の
手
首
を
ち
ぢ
め
て
見
せ
に
来
る

後
藤
寓
代
子

矯
鶏
家
族
寒
九
の
雨
に
声
こ
ぼ
す原

田
賞
美
手

鞠
ぶ
も
の
の
声
を
奪
ひ
て
岬
吹
雪
く

柴
田
と
も
子
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▽　　　▽　▽
現　　時期

所　　聞　日

▽　　　▽　▽
撃l∴∴内　捨

金　密議

▽　▽　　　▽　▽　▽　　　▽　▽

警馨　墓器　器

5月のゴミ収集予定蓑

匹司譲畢絡鮨 

ム 

家具、建具、テレビ、冷鷺車、

ふとん、マット、ベット、机、

いす、自転車など

竺＿」竺」庭児患本線か竺竺
26日（水）厄児島本線から甫側地区

5月のし尿収集予定衰
集中 �大型車収集地区 �小型車収集地区 

1（土） �西町、浅木の一部 � 

3（月） 4（火） �東町 �広渡 

虫生活（新屋敷を含む）、東町 �別府、末寺 

5（水） �月2回収集家庭 �月2回収集家庭 

6（木） �月2回収集家庭 �月2両収集家庭 

7（金） �虫生津、木守 � 

12（水） 14（金） � �別府 

15（土） �旧停 � 

17（月） �遠賀川 �鬼津 

18（火） �遠賀Iii、新町 � 

19（水） �新町 � 

0（木） �月2回収集家庭 � 

2（土） � �月2回収集家庭 

4（月） �新町 � 

（火） �上別肺、浅木、血生津 �鬼津、若松、松ノ木、遺言 

6（水） � � 

7（木） �上別胎、禾守二兎渾こ‾若弦÷ 尾崎 � 

（金） �浅木 �老良 

（士） �浅水 �（蝕稔） 

1（月） �若葉台、道管、堂塔寺 �今古賀、島津 

健
厭
と
衛
蛙
の
ペ
∴
0
ジ

′
灘
児
椙
、
談

▽
対
象
者

3
月
4
日
（
火
）

9
時
0
0
分
ま
で
に
お
い
で
く
だ

さ
い

役
場
保
健
室

妊
霜

田
実
母
子
手
帳
受
領
者
の
み
）

産
前
産
後
の
過
し
方
、
妊
婦
体

毅
、
母
子
手
帳
交
付

無
料

3
月
ェ
3
日
（
木
）

受
付
　
ュ
3
時
的
分
～
1
4
時

検
診
　
1
3
時
5
0
分
～

中
央
公
民
館

5
0
年
7
月
～
5
0
年
9
月
生

保
健
指
導
、
身
体
測
定
、
診
察

（
内
科
、
歯
科
）

母
子
手
帳
、
検
診
粟

無
料

▽
期
日
　
3
月
Ⅱ
日
（
g

▽
時
　
間
　
9
時
5
0
分
か
ら
同
時
5
0
分
の
間

に
お
い
で
く
だ
さ
い

▽
助
　
所
　
役
場
保
健
室

▽
対
象
者
　
生
後
1
カ
月
～
ュ
2
カ
月
児

▽
持
管
的
　
母
子
手
帳
、
バ
ス
タ
オ
ル

▽
困
i
容
体
軍
身
長
な
ど
測
定
、
離
乳

食
な
ど
指
漕

▽
料
金
　
箱

劉

馴

U

◎
申
込
み

▽
場
　
所
　
役
鴇
保
健
衛
生
係
窓
口

▽
申
込
日
　
2
月
2
4
日
（
月
）
か
ら
受
付
巾

定
員
に
な
り
し
だ
い
締
切

▽
定
∴
只
一
日
1
5
0
名

▽
料
。
金
　
五
百
円
（
検
義
弟
日
徴
収
）

◎
模
珍

▽
期
　
日
　
3
月
5
日
（
水
）

3
月
1
日
（
金
）

3
月
1
2
日
（
水
）

▽
時
　
間
受
付
　
9
時
5
0
分
～
1
0
時
5
0
分

検
査
　
1
0
時
5
0
分
か
ら

▽
場
　
所
中
央
公
民
館
玄
関
前

▽
申
込
み
手
続
役
場
保
健
衛
生
係
窓
口
ま

た
は
砥
話
で
申
込
み

衝
（
2
9
3
）
1
2
3
4



第381号

元気に大き　くなっているかな？

2月14日、中央公民館で、閑の検診や診察、保健指導などの三

蔵児検診（60年度のもれ者検診）があり、49人が受診しました。

不
妊
症
　
の
　
お
語
　
間

折
尾
田
中
産
婦
人
科
医
院
長
　
田
　
申
　
壮
　
介

前
回
排
卵
の
起
り
方
を
詳
し
く

説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、

よ
く
分
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
医
学
術
臍
を
沢

山
使
い
ま
し
た
か
ら
、
排
卵
と
は
卵
巣
か
ら

成
熟
卵
が
と
び
出
す
こ
と
で
す
が
、
大
脳
の

働
き
、
騎
神
作
用
と
醇
接
な
関
係
の
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。

排
卵
障
害
の
治
療
成
績
は
ど
う

で
す
か
。

も
し
、
無
排
卵
や
無
月
経
の
婦
人
が
あ
る

と
、
ど
の
部
分
に
故
障
が
あ
る
か
、
そ
れ
に

対
す
る
治
癒
法
も
学
理
的
に
は
成
立
し
て
い

ま
す
が
効
果
は
否
良
で
す
。

不
妊
症
の
婦
人
は
大
な
り
小
な
り
、
不
妊

に
対
す
る
構
神
的
負
担
、
絶
望
繍
あ
る
い
は

感
情
の
高
ぶ
り
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
、
こ
れ
が

一
層
排
卵
障
害
を
強
く
し
て
い
ま
す
。
極
度

の
精
神
的
緊
張
の
た
め
卵
管
の
収
縮
を
超
し

て
、
卵
の
通
過
問
答
を
起
す
場
合
も
あ
り
ま

す
。
こ
ん
な
症
状
の
あ
る
と
き
に
精
神
安
定

剤
を
投
与
し
て
妊
娠
し
た
例
が
沢
山
報
脅
さ

れ
て
い
ま
す
か
ら
、
不
妊
の
婦
人
に
は
、
ま

ず
精
神
的
安
ら
ぎ
が
大
切
で
、
窮
地
に
お
と

し
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
な
く
曖
く
糞
謹
す
る

諒
境
が
必
要
で
す
。

長
い
間
不
妊
で
あ
っ
た
夫
婦

が
、
養
子
貰
っ
て
育
て
て
い
た
ら

実
子
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
が

沢
山
あ
り
ま
す
が
、
お
ま
じ
な
い

的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
養
子
を
自
分

の
子
供
と
し
て
脊
て
る
こ
と
に
よ
り
精
神
的

に
も
安
定
し
、
変
調
で
あ
っ
た
内
分
泌
も
正

常
に
も
ど
り
、
一
万
幼
児
を
抱
い
た
り
、
お

ん
ぶ
し
た
り
、
あ
る
い
は
皮
膚
の
ふ
れ
あ
い

（
ス
キ
ン
シ
ノ
ブ
）
に
よ
り
排
卵
が
起
り
妊

娠
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
　
（
つ
つ
く
）

l
l
　
●
．
1
1
ヽ
、
．
＼
／
．
．
1
＼
．
●
　
l
l
●
．
．
●
I
i
－
i
t
I
／



3月上期の遠賀町主要行事
◎時間の中で、口：ローロ：ロは、その時間内であれば可○

□：ローは、その時閲から始まるので、時間までに集まることo

日 �曜 �行　　事　　内　　容 �時　　間 �難会坤担当係名 ��対象や終了時問など �詳　細 

／24 ！ �月 （ �子宮ガン検診申込み受付 � �＜申込先＞ 役脇保健衛 生係 �保健衛生係 �定員になりしだい締切 診検は3月5日、7日、12日 �6ベ一・ジ 

／28 ） 6 �金 仁 木 �サ　イ　レ　ン　吹　鳴 �7：00 　各1分間 20：00 �町内全域 �庶　務∴係 �怖いのは消したつもりと消 えたはず � 

1 （ 20 �土 （ 木 �固定資産課税台帳の縦覧 �8：30・－17；（職 �盤隷籠匡躍秘儀 ��吉撹撥で　十ページ 

2 �日 �親と子の映画鑑賞会 � �中央公民館 �社会教育係 �縫轄撃鞋轢艶I 対象は小学4年－6年生と 保護者 � 

3 �月 i �所得税確定　申告 �9：00－16：00 �雛会議室巨民税係 ��鞭所得のみ　12ペ二 

定　例　区　長　会 �15：00一・ �欝会憩室I企醐懸 ��各区長 � 

子 �火 �妊　　婦　　枯　　淡 �9：30－i �後期健室匡観係 ��蹄手駒妊醐　章一ジ 

5 �水 �所得税確定　申告 �9：00・－16：00 �中央公民館 �車民税係 �一般の申告 �2ページ 

子　宮　ガ　ン　検　診 �＜受付＞ 9；30－10：30 �中央公民館 �保健衛生係 �i 申込者のみ �6ページ 

6 �木 �車税確定申告 �9：00－・16：00 �中央公民館 �町民税係 �一鋼管　　十一ジ 

＜受付＞ �中央公民館 �保健衛生係 �申込者のみ �6ページ 

定例体育指導委員会 �19：30－ �巳竺輔車育係 ��体育指導委員 �－ 

＿8 �土 � �10：00－ �老人憩の家 �福　祉　係 �各地区老人クラブ会長 � 

9 �H �走　ろ　　う　大　会 �9時受付 10時スタート �総合運動公 園グラウン ド �体　育　係 �甲者　　l 

10 �月 �田ごと相談 � �公民館別館 �福　祉　係 �莞離籍撥縛驚く 

11 �火 �乳　　児　　相　　談 � �役場保健室 �匡観係 �生後7カ月－12カ月児16ニ 　　　I 

12 � � �＜受付＞ �中央公民館 �保健衛生係 �申込者のみ �6ページ 

9：30・－ �中央公民錦上会教育係 ��婦人学級生 12時終了予定 � 

13 �木 �一歳六カ月児検診 �＜受付＞ �中央公民館 �保健衛生係 �瞞9年7月一9月胎児幸一ジ 

民生児連委員　会 �91：30－ �役場 第2会議室 �福　祉　係 �民生児頚貝　l 

9：30－ �i 中央公民館 �社会教育係 �監議暮簑了予定i 

14 �金 � �†10：00－ �，同校櫛錦上務係 ��卒薬予定者 � 

【 �1 �10：00－ �暇体育館I学∴務係 ��欝擬6人、竺些l‥＿＿＿＿＿＿ 
i i � �13：30－ �中央公民館 �i （社会教育係 �i罵離籍予定　1 
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陣書庫生年全の年金額の討算方法

1級……平均月収×0．075×加入月数×125

2級　…平均月収×0．075×加入月数

3級・・（2級と同じ。ただし最低保障額45万円）

障害手当金・（一時金）‥　平均月収×0．075×加入月数

×2（最低保障額90万円）

（主l）1級、2級は障害基礎年金の上乗せとなる。

（′主2）加入月数が300月に満たないときは300月とする。

鮒Ih他面㊥塵

新
し
い
年
金
制
度
㈲

障
害
年
金

②
障
害
厚
生
年
金

▼
支
姶
要
件

厚
生
年
金
保
険
の
加
入
期
間
中
に

病
気
ま
た
は
け
が
に
よ
っ
て
医
者
に

か
か
り
、
〓
在
の
障
害
状
態
に
な
っ

た
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
原
則
と
し

て
障
奮
基
礎
年
金
の
上
乗
せ
給
付
と

な
り
ま
す
の
で
、
初
診
日
前
の
保
険

料
納
付
期
間
が
加
入
期
間
の
三
分
の

二
以
上
と
い
う
こ
と
は
、
障
害
厚
生

年
金
の
受
給
に
も
必
要
で
す
。

▼
年
金
額

年
金
額
は
左
上
の
表
の
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

①
障
害
基
礎
年
金

▼
支
給
要
件

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
間
に

ま
だ
は
け
が
に
よ
っ
て
医
師
の

を
受
け
、
二
足
の
障
害
状
態
に

る
子
（
い
ず
れ
も
受
給
権
者
に
よ
っ

て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
）
が
い
る
場
合
は
、
二
人
目
ま

で
一
人
に
つ
き
十
八
万
円
、
三
人
目

か
ら
一
人
に
つ
き
六
万
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

遺
族
年
金

な
っ
た
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
初
診
口
前
に
保
険
料
を
納
め
て

い
た
期
間
へ
保
険
料
免
除
期
間
を
含

む
）
　
が
加
入
期
間
の
三
分
の
二
以
上

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
二
十
歳
前
の
傷
病
に
よ
っ

て
障
害
と
な
っ
た
人
に
つ
い
て
も
、

十
歳
に
達
し
だ
時
か
ら
障
害
基
礎

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
　
（
従
前
は
障

高
話
神
年
金
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し

上）▼
年
金
額

年
金
額
は
、
－
搬
（
よ
り
重
い
擬

音
）
　
に
該
当
す
る
人
が
ヒ
十
五
万
円

〈
用
紙
六
万
二
千
五
百
円
）
、
二
級
が

ハ
十
万
円
へ
日
額
五
万
円
）
　
で
す
。

ま
だ
、
受
給
権
者
に
十
八
巌
未
満
の

一
十
歳
未
満
で
障
害
の
あ

①
遺
族
基
礎
年
金

▼
支
給
要
件

被
保
険
者
ま
た
は
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た
人
が

死
亡
し
た
時
に
、
そ
の
人
に
よ
っ
で

生
計
を
維
辞
さ
れ
て
い
た
子
の
あ
る

妻
ま
だ
は
子
に
支
給
さ
れ
ま
す
（
こ

こ
で
「
子
」
と
は
、
十
八
歳
未
満
の

子
ま
た
は
一
一
十
巌
未
満
で
障
害
の
あ

る
子
に
限
り
ま
す
）
。

▼
年
金
額

年
金
額
は
、
妻
に
支
給
さ
れ
る
場

合
は
、
基
本
額
六
十
万
円
に
、
子
が

．
人
の
と
き
は
十
八
万
円
、
二
人
の

と
き
は
三
十
六
万
円
、
三
人
以
上
の

と
き
は
三
十
六
万
円
に
一
人
増
す
ご

と
に
六
万
円
を
加
え
だ
額
が
加
算
さ

れ
ま
す
。
ま
だ
、
子
に
支
給
さ
れ
る

場
合
は
、
基
本
額
六
十
万
日
に
、
I

が
二
人
の
と
き
は
十
八
万
円
、
三
人

以
上
の
と
き
は
十
八
万
円
に
ー
大
堀

す
ご
と
に
六
万
円
を
加
え
だ
額
を
加

算
し
だ
額
を
、
住
金
を
受
け
る
子
の

教
で
訓
っ
，
′
心
裏

②
遺
族
厚
生
年
金

▼
支
給
要
件

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
が

死
亡
し
た
と
き
に
、
そ
の
遺
族
に
支

払
わ
れ
ま
す
。

㈹
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
（
加
入
期
間
中
に
初
診
日
の
あ

る
病
気
ま
だ
は
け
が
に
よ
り
初
診
日

か
ら
五
年
以
内
に
死
亡
し
だ
場
合
を

含
む
）
　
で
あ
っ
て
保
険
料
納
付
期
間

（
免
除
期
間
を
含
む
）
が
加
入
期
間
の

三
分
の
二
以
上
あ
る
場
合
。

㈲
一
級
、
二
級
の
陣
害
厚
生
年
金

の
受
給
レ
．
。

㈲
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格
期
間
を

満
だ
し
て
い
る
人
、
が
死
亡
し
だ
場

合。
こ
こ
で
い
う
遺
族
と
は
、
追
族
基

（
子
の
あ
る
垂
、
子
）
の
は
か
、
子
の

な
い
妻
、
五
十
五
歳
以
上
の
夫
・
父

母
、
十
八
歳
未
満
の
孫
、
五
十
五
歳

以
上
の
祖
父
母
で
す
。
た
だ
し
、
夫

父
母
、
祖
父
母
は
六
十
歳
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

▼
年
金
額

年
金
額
は
次
の
よ
う
に
計
算
さ
れ

ます。
（
山
下
は
u
電
工
た
X
e
．
〇
『
o
X

再
請
や
斡
碧
〉
五
延
×
※
）

㊧
加
入
月
数
が
三
百
月
に
満
た
な
い

場
合
は
三
百
月
と
す
る
。

な
お
、
夫
が
死
亡
し
た
時
に
三
十

五
戴
以
上
の
妻
で
子
が
い
な
い
場
合

（
夫
の
死
亡
当
時
に
十
八
歳
未
満
の

子
が
い
て
、
そ
の
子
が
十
八
歳
に
な

っ
た
と
き
に
三
十
五
歳
以
上
に
な
っ

て
い
た
蜜
を
含
む
）
　
は
、
四
十
歳
か

ら
四
十
五
万
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

（
以
上
に
掲
け
な
詔
は
、
い
ず
れ

も
昭
和
五
十
九
年
度
価
格
）


